
�愛媛県告示第２１０２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、松山市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は松山市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１０３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１０４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、松山市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は松山市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１０５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１０６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、松山市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は松山市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

松山市泊町８９及び９１の２の地先 ５７８．５２

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

泊町 松山市泊町８９及び９１の２の地先公有水面
埋立地 ５７８．５２

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

松山市泊町１４５６の１、１４５６の２及び１４５７から１４５９
までの地先 １，８２２．２５

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

泊町 松山市泊町１４５６の１、１４５６の２及び１４５７
から１４５９までの地先公有水面埋立地 １，８２２．２５
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平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１０７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１０８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、松山市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は松山市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１０９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、双海町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は双海町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、双海町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、岩城村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・大畠地区）の施行に平成１６

年９月３０日同意した。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、上浦町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・三角地区）の施行に平成１６

年９月３０日同意した。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１１４号
農業災害補償法による知事が定める基準（昭和３９年１月愛

媛県告示第５０号）の一部を次のように改正し、平成１６年１１月

１日から施行する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表水稲の項区域の欄中「、東予市」及び「、周桑郡」を削

る。

�������
�愛媛県告示第２１１５号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

喜多郡内子町大瀬中央５２８７の２

２ 保安林として指定された目的

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

松山市門田町７６２の１の地先 ９１６．９８

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

門田町 松山市門田町７６２の１の地先公有水面埋
立地 ９１６．９８

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

松山市由良町乙２１０の１及び乙２２７の地先 １，４７１．５０

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

由良町 松山市由良町乙２１０の１及び乙２２７の地先
公有水面埋立地 １，４７１．５０

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

双海町大字上灘字外堀甲５７４２の１、甲５７４３の２、
甲５７４４の３、甲５７４８の４及び甲５７５０の３の地先 １３０．７３

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
上灘

字
外堀

双海町大字上灘字外堀甲５７４２の１、甲５７
４３の２、甲５７４４の３、甲５７４８の４及び甲
５７５０の３の地先公有水面埋立地

１３０．７３

愛 媛 県 報平成１６年１０月１５日 第１６０１号
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土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

�������
�愛媛県告示第２１１６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基

づき、区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定

める。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限

又は条件

� ア 免許番号 燧特区第１３４号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画
漁業

魚類小割式
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

� 漁場の位置 越智郡波方町小部地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 越智郡波方町小部小部漁港中央物揚

場北西角

Ｂ 越智郡波方町小部小部漁港中央物揚

場南西角

Ｃ 越智郡波方町小部小部漁港沖防波堤

北東角

Ｄ Ｃから防波堤沿いに南へ５０メートル

の標識

Ｅ Ｃから防波堤沿いに南へ４３４．６メー

トルの標識

点ア ＡからＤ見通し１７０メートルの点

イ ＡからＤ見通し１２０．６メートルの点

ウ ＢからＥ見通し８８．８メートルの点

エ ＢからＥ見通し１１９．３メートルの点

ウ 地元地区 越智郡波方町小部地区

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 燧特区第１３５号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画
漁業

魚類小割式
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

� 漁場の位置 越智郡波方町小部地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 越智郡波方町小部小部漁港防汐堤北

角

Ｂ Ａから防汐堤沿いに南へ１６０メート

ルの標識

Ｃ 越智郡波方町小部小部漁港西防波堤

南東角

Ｄ Ｃから防波堤沿いに北へ３０メートル

の標識

Ｅ Ｃから防波堤沿いに北へ１８５メート

ルの標識

点ア ＡからＥ見通し２１８．９メートルの点

イ ＡからＥ見通し１８３．９メートルの点

ウ ＢからＤ見通し２１１．８メートルの点

エ ＢからＤ見通し２４６．８メートルの点

ウ 地元地区 越智郡波方町小部地区

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

２ 免許予定日

平成１７年１月１日

３ 申請期間

平成１６年１０月１５日から平成１６年１２月１０日まで

４ 存続期間

平成１７年１月１日から平成２１年３月３１日まで

�愛媛県告示第２１１７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県電子入札システム
構築委託業務 一式

愛媛県土木部管理局
土木管理課技術企画
室技術情報係
愛媛県松山市一番町
四丁目４番地２

平成１６年１０月７日
日本電気株式会社松山
支店
松山市一番町一丁目１５
番地２

８６，３６２，５００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。

��������������
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愛 媛 県 報平成１６年１０月１５日 第１６０１号
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平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 丹原小松線
周桑郡丹原町大字明穂乙４０番５地先から

同町大字長野４６３番２地先まで

旧 １５．４～２９．０ ０．２１６

新 １５．４～２２．０ ０．２１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 丹原小松線
周桑郡丹原町大字明穂乙４０番５地先から

同町大字長野４６３番２地先まで
平成１６年１０月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 六軒家石手線
松山市祝谷一丁目４８６番４から

同市道後湯之町１６５７番３まで

旧 ５．２～１９．９ ０．３２７

新 １１．０～１９．９ ０．３２７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
喜多郡長浜町大字柴甲１３７６番から

同大字甲８２３番まで

旧 ４．５～１４．０ ０．３４５

新 １１．０～３７．０ ０．３４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
喜多郡長浜町大字柴甲１３７６番から

同大字甲８２３番まで
平成１６年１０月１５日
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第７９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第８０条第１項の規定に

よる直接請求（愛媛県議会議員松山市・温泉郡選挙区及び同

東温市選挙区の議員の解職請求に限る。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１６年１０月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第８０号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１６年１０月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

任 免 辞 令

�任免辞令
９月２３日

愛媛県技術吏員 佐々木 宣 良

死亡

�������
�任免辞令

９月３０日

愛媛県公立学校教員 塩 坂 孝 彦

愛媛県事務吏員 渡 邉 理 香

願により本職を免ずる（各通）

１０月１日

村 上 学

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学講師を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学講師を命ずる

�������
�公営企業任免辞令

９月３０日

愛媛県事務吏員 新 谷 久 惠

愛媛県技術吏員 大 畑 佳 裕

同 �名波 良 永

同 東 野 博

同 川 口 幸 代

同 岩 本 征 代

同 山 本 唱 子

同 井 上 寿 美

同 越 智 麻 弥

願により本職を免ずる（各通）

�������
�公営企業任免辞令

１０月１日

長 尾 充 展

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立今治病院放射線科医長を命ずる

清 水 晃

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

県立中央病院勤務を命ずる

正 誤

�正 誤

平成１６年９月２４日付け第１５９５号愛媛県告示第２００５号（開発

行為に関する工事の完了）中

�愛媛県告示第２１２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１０月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第３４号

平成１６年１０月１日

伊予郡砥部町重光２４６番３、２４６番６、２４６番７、２４６番８、２４７番１、
２４７番４、２４７番５、２４７番６、２４７番９及び２４７番１０

松山市河原町５番地６
株式会社 キクチ
代表取締役 菊 池 孝 光

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

松山市・温泉郡 ３８７，５７１ １２９，１９１

東 温 市 ２７，６２３ ９，２０８

施設の種類 施設の名称 所 在 地

病院 財団法人創精会
松山記念病院 松山市美沢一丁目１０－３８

ページ 箇 所 誤 正

９６５ 工事を完了した開発区域又は工区
に含まれる地域の名称の欄中 伊予郡 伊予市

９６５ 開発許可を受けた者の住所及び氏
名の欄中 阿部 悦雄 岡部 悦雄
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